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第
十
八
条
第
二
項
中
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
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は
」
を
削
り
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
た
だ
し
書
を

加
え
る
。た

だ
し
、
局
長
が
特
に
認
め
る
場
合
に
は
、
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
申
請
を
行
い
、
所
属
長

の
承
認
を
も
つ
て
、
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


